
 

 

令和３年６月２２日  

 

県民・事業者の皆様へ 

 

愛媛県知事 中村 時広   

 

新型コロナウイルスに関する感染警戒期への切り替えについて 

 

県民・事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に御協力いただき、感謝申し上げます。 

 

 本県では、６月１日に「感染警戒期（特別警戒期間）」に移行し、緊急事態

宣言地域等からの感染の持ち込みや持ち帰りや、アルファ株よりも感染力が強

いとされるデルタ株による感染の再拡大への強い警戒を続けつつ、社会経済活

動を徐々に再開しています。 

その後、皆さんの注意深い行動により、６月以降、県内の感染状況は落ち着

いた状況を維持しており、医療負荷も減少傾向にあります。 

 

こうした足下の感染状況や医療負荷の状況、そして、近隣県（広島県及び岡

山県）の緊急事態宣言が解除されたことなどを踏まえ、本日、「感染警戒期（特

別警戒期間）」から「感染警戒期」に移行しました。 

これにより、「特別警戒期間」中の特措法に基づく各種要請は、原則、県知

事としての協力依頼に引き下げますが、 

〇１１都道府県への「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」は継続

されており、特に事業活動をはじめ、観光・プライベートなどでの多くの

往来が想定される東京都、大阪府は、陽性確認の下げ止まりも指摘されて

いること。 

○各都道府県におけるデルタ株のスクリーニング検査による「Ｌ４５２Ｒ」

変異株の確認は増加傾向にあること。 

など、県外との往来に起因する感染リスクは依然高く、緊急事態宣言地域を含

む、「まん延防止等重点措置地域等との不要不急の出張や往来の自粛」につい

ては、引き続き、特措法に基づく要請として継続します。 

 

 なお、会食における参加人数等の目安については、本日から６月末までの間、 

○「２０人以下」で、「感染リスクの高い行動のない人」 

とします。 

「感染リスクの高い行動」とは、例えば 

〇緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置の地域で、繁華街等の混雑した施

設を利用 



 

 

 

 

２次元コード 

〇県外との往来がなくとも、頻繁に３密の場に出入り 

といった行動です。 

 ただし、長時間を避け、感染対策ができていない飲食店は、決して利用しな

いようお願いします。 

 また、人数等の要件は緩和しますが、主催者がおらず、感染対策、参加者の

体調や行動歴の確認ができない、誰が参加したか把握もできないような、不特

定多数の方が出入りする会食を伴うイベントは、絶対に開催しない、参加しな

いよう、強くお願いします。こうしたイベントが第４波の発端となり、県内が

危機的状況に追い込まれたことを決して忘れないでください。 

 

なお、「感染警戒期」への移行に併せ、県内旅行の補助を開始します。 

昨年度、延べ１０万人を超える方々に利用いただいた県内宿泊旅行の割引は、県

内の旅行業者の支えになり、また、県民の皆様に地域の魅力を再確認いただく良い

機会になったと考えています。 

県民の皆様におかれては、この割引を積極的に利用いただき、十分に感染対策

を取られた上で、安全・安心に県内観光を楽しんでいただきますようお願いします。 

 

「特別警戒期間」は終了しますが、感染が再拡大する兆候が現れれば、再び、

対策強化の方向に舵を切らざるを得ません。 

現在、本県は社会経済活動の再開に向け、着実に歩みを進めているところで

す。 

県民や事業者の皆様におかれては、企業や個人、それぞれの立場で、引き続

き、感染回避行動を徹底していただきますようお願いします。 

 

なお、これらの対策の詳細等は別添の資料にまとめておりますので、ぜひご

一読いただきますようお願いします。 

また、警戒レベルの切り替えについては、本日の記者会見でご説明しました

ので、皆様におかれては、以下の２次元コードから、本日の会見の録画データ

をご覧いただきますようお願いします。 
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「 感 染 警 戒 期 」
６月２２日(火)～当面の間

○県民や事業者の皆さんの協力と努力により、感染状況は落ち着い
た状況が続き、医療の負荷は徐々に下がりつつあります。

○ただし、県の警戒レベルは一定程度維持します。近隣県でもデルタ
（インド）株の感染が確認されており、引き続き持ち込み・持ち帰り
リスクには注意が必要です。

警戒は怠らず！
社会経済活動も徐々に展開
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愛媛県 大分県 宮崎県
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愛媛県 岡山県 広島県 山口県
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愛媛県 徳島県 香川県 高知県

九州中国

四国

ステージⅢ

ステージⅢ ステージⅢ

ステージⅣ

ステージⅣ ステージⅣ

徳島県 香川県

高知県

岡山県

広島県

山口県

大分県

宮崎県

愛媛県

愛媛県 愛媛県

近隣県の１０万人当たり陽性者数（１週間累計）

全国・東京・大阪
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愛媛県 全国 東京都 大阪府

大阪府

東京都

ステージⅣの判断目安
25.0人/週

ステージⅢの判断目安15.0人/週

全国

愛媛県



感染拡大を防ぐための要請内容(詳細)

【県民・事業者の皆さんへの要請】

○まん延防止等重点措置地域等との不要不急の出張や往来

の自粛【変更】
（特措法第24条９項）

➣まん延防止等重点措置地域等（緊急事態宣言地域を含む）との
出張・往来は引き続き自粛
●まん延防止等重点措置地域等への出張はウェブの活用などで代替
●やむを得ない出張や往来（物流等の社会インフラ関係、医療、
冠婚葬祭等）は、訪問先自治体の感染状況をよく把握し、現地
の注意事項に従うなど、感染回避行動を徹底

●帰県後２週間は体調管理に留意し、訪問先で感染リスクの高い
行動をした方は、会食参加は自粛するなど、感染回避行動を徹底

○その他地域への往来、出張は細心の注意を！（協力依頼）

8



【県民・事業者の皆さんへの協力依頼】

○会食の注意【当面継続】
➣ 会食は２０人以下で、長時間を避ける

※当面の間。感染状況を踏まえ、段階的に緩和

➣ 感染リスクの高い行動のない人と
【感染リスクの高い行動例】
・まん延防止等重点措置地域等で、繁華街等の混雑した施設を利用
・県外との往来がなくとも、頻繁に３密の場に出入りする など

➣ 不特定多数が集まる会食パーティーや、飲食店でのイベント等
は開催しない、参加しない

感染拡大を防ぐための協力依頼内容(詳細)

9

■会食に関するチェックポイント■
①店側の感染対策ができていることを確認

座席の間隔の確保、従業員のマスク着用、消毒液の設置、換気の徹底

②参加者の２週間以内の行動歴を確認

「深夜に及ぶ繁華街での飲食をはじめ５つの場面に該当する感染リスクの

高い行動」がないこと

③当日の体調不良者がいないことを確認



期間 人数 対象者 時間等

6/1～
6/13

４人以下
毎日顔を合わせ、
感染リスクの高い
行動のない人と

・概ね２時間以内
・感染対策が徹底
されている店を
利用

6/14～
6/21

１０人以下
毎日顔を合わせ、
感染リスクの高い
行動のない人と

・長時間を避けて
・感染対策が徹底
されている店を
利用

6/22～
6/30

２０人以下
感染リスクの高い
行動のない人と

・長時間を避けて
・感染対策が徹底
されている店を
利用

7/1～ 大人数を避けて
感染リスクの高い
行動のない人と

・長時間を避けて
・感染対策が徹底
されている店を
利用

会食の注意の段階的緩和

10
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【学校関係】
教育活動全般
○身体接触を伴う活動等は、注意して実施

○校外との交流活動については

・県内交流は、注意して実施

・県外交流は、「厳選したもののみ実施」 【変更】

ただし、まん延防止等重点措置地域等との交流は原則禁止

《部活動に係る大会》
○県内の公式大会は実施(必要に応じ、主催者が観客を制限)

○全国大会等への県代表としての参加は例外的に認める

学校活動の制限等

13



〇７月から、県内宿泊旅行代金割引『みきゃん割』を再開
〇幅広い宿泊施設で活用できるよう、低価格設定割引『こみきゃん割』を追加
〇土産代等に利用可能な地域限定クーポン『えひめぐりクーポン』を発行
〇夏休み期間中（7/19～8/31）は、平日利用に限定

「県内宿泊旅行代金割」 【県民限定】

感染拡大を防ぎながら経済活動を応援

7/1～7/18に宿泊 7/19～8/31に宿泊

対象者 県民限定

取扱い 県内旅行会社窓口

予約期間 令和3年6月25日～8月31日（但し、宿泊は7、8月の2か月間）

5,000円割引

【みきゃん割】
※再開

条 件：１人泊6,000円以上
発行数：１万人泊

クーポン券発行【えひめぐりクーポン】
（上限2,000円、一定の条件あり）

2,500円割引

【こみきゃん割】
※追加

条 件：１人泊3,000円以上
発行数：１万人泊

クーポン券発行【えひめぐりクーポン】
（上限2,000円、一定の条件あり）

割引適用日 制限なし
平日限定

（金、土、祝前日泊を除く）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、発行を停止。 15



感染警戒期４つのポイント

① 感染回避の継続徹底
（感染防止の基本）

② 体調異変時は休んで受診

（職場・学校への感染拡大阻止）

③ まん延防止等重点措置地域等との往来自粛

（変異株持ち込み対策）

④ 当面はルールを守った会食実施

（飲食店・会食クラスターの阻止）16
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